
特集◆―加算税賦課の適正性の判断軸〜税理士の理解が回避・軽減につながることも

国外財産調書

１　制度の趣旨

国外財産調書制度は，国外財産の保有が
増加傾向にある中で，国外財産に係る所得
税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題と
なっていることから，国外財産を保有する
本人にその国外財産に関する情報の提出を
求める制度である。平成26年１月から施行
されている。

２　制度の概要

⑴ 概　要
非永住者を除く居住者で，その年の12月

31日において5,000万円を超える国外財産
を有する者は，その国外財産の種類，数量
及び価額等を記載した国外財産調書を，そ
の年の翌年の３月15日までに，所得税の納
税地（確定申告の必要のない者は住所地）

の所轄税務署長に提出しなければならない
（国外送金等調書法５①）。

本制度は，所得がなく所得税の確定申告
をする必要がない人であっても，同様の取
扱いとなる。

⑵ 提出期限
現行の国外財産調書の提出期限は，翌年

３月15日であるが，令和４年度税制改正に
より，令和５年分以後の国外財産調につい
ては翌年６月30日に延長された。これによ
り令和４年分の国外財産調書の提出期限は
令和５年３月15日（現行），令和５年分の
国外財産調書は令和６年６月30日となる。

⑶ 非永住者を除く居住者とは
居住者とは，国内に住所を有し，又は，

現在まで引き続き１年以上，居所を有する
個人をいう（所法２①三）。住所とは，「生
活の本拠」をいい，「居所」とは，一般に「そ
の人の生活の本拠ではないが，その人が現
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実に居住している場所」とされている。
非永住者とは，居住者のうち日本国籍を

持たず，かつ，過去10年以内の間に日本国
内に住所又は居所を有していた期間の合計
が５年以下である個人をいう（所法２①
四）。つまり，日本に居住して５年以内の
外国籍の者は，非永住者に該当する。

よって，提出の対象となる「非永住者を
除く居住者」とは，「日本に居住する日本
国籍の者」や，「来日して５年を経過して
いる外国籍の者」等が該当する。

３　国外財産とは

国外財産とは，国外にある財産をいい，

財産の所在については基本的に相続税法10
条（財産の所在）により財産の種類ごとに
判断をする。

ただし，相続税法10条と異なる取扱いを
する財産もあり，例えば，株式や社債の所
在については，相続税法ではその発行法人
の本店の所在で判断するが，国外財産調書
においては，金融商品取引業者等の営業所
等に開設された口座に係る振替口座簿に記
載等がされている有価証券等については，
その口座が開設された金融商品取引業者等
の営業所等の所在により判断する（国外送
金等調書法２，５③，国外送金等調書令10
①②）（図表１参照）。

【図表１】国外財産調書における所在の例
財産の種類 所　在

動産又は不動産 その動産又は不動産の所在
金融機関に対する預金等 その預金等の受入れをした営業所又は事業所の所在
貸付金債権 その債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
金融商品取引業者等の営業所等に開設
された口座に係る振替口座簿に記載等
がされている有価証券等

口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在

非上場株式 その株式の発行法人の本店又は主たる事務所の所在地

４　相続開始の属する年の国外財産
調書

相続開始の日の属する年（相続開始年）
の年分の国外財産調書については，その相
続又は遺贈により取得した国外財産（以下，

「相続国外財産」という）を記載しないで
提出することができる。

この場合，相続開始年の年分の国外財産
調書の提出義務は，相続国外財産の価額の
合計額を含めないで判定する（国外送金等
調書法５②）。この取扱いは令和２年分以
後の国外財産調書について適用される。

５　過少申告加算税等の特例措置

国外財産調書制度は，国外財産を保有す
る本人から，自主的に国外財産に関する情
報の提出を求める制度であることから，適
正な提出に向けたインセンティブとして次
の特例措置が設けられている。

⑴　国外財産調書の提出がある場合の過
少申告加算税等の軽減措置

①　軽減措置
国外財産調書を提出期限内に提出した場

合には，国外財産調書に記載がある国外財
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産に関して生じる所得に対する所得税（以
下，「国外財産に係る所得税」という）又
は国外財産に対する相続税に関し，申告漏
れが生じて修正申告書若しくは期限後申告
書の提出又は更正若しくは決定（以下，「修
正申告等」という）があり，過少申告加算
税又は無申告加算税（以下，「過少申告加
算税等」という）が課された場合であって
も，その国外財産に係る部分の過少申告加
算税等については５％が軽減される（国外
送金等調書法６①）。
②　判定の基礎となる国外財産調書

前記①で国外財産の記載があるかどうか
を判定される国外財産調書は，次の場合に
応じた国外財産調書をいう（国外送金等調
書法６②）。
ⅰ　修正申告等が所得税に関するものであ

る場合
その修正申告等に係る年分の国外財産調

書（その年分の年の中途においてその修正
申告等の基因となる国外財産を譲渡等によ
り有しないこととなった場合は，その年分
の前年分の国外財産調書）。
ⅱ　修正申告等が相続税に関するものであ

る場合
次のいずれかの国外財産調書。

・・その相続税に係る被相続人の相続開始年
の前年分の国外財産調書。ただし，被相
続人がその提出期限までに相続開始年の
前年分の国外財産調書を提出しないで死
亡した場合には，被相続人の相続開始年
の前々年分の国外財産調書

・・その相続税に係る相続人の相続開始年の
年分の国外財産調書

・・その相続税に係る相続人の相続開始年の
翌年分の国外財産調書

⑵　国外財産調書の提出がない場合等の
過少申告加算税等の加重措置

①　加重措置
国外財産調書の提出が提出期限内にない

場合又は提出期限内に提出された国外財産
調書に記載すべき国外財産の記載がない場
合（重要なものの記載が不十分であると認
められる場合を含む。以下，「提出等がな
い場合」という）に，その国外財産に係る
所得税又は国外財産に対する相続税に関
し，申告漏れ（所得税については死亡した
者に係るものを除く）が生じて修正申告等
があり，過少申告加算税等が課された場合
には，その国外財産に係る部分の過少申告
加算税等について，５％が加重される（国
外送金等調書法６③）。

なお，相続税に係る過少申告加算税等の
加重措置については，令和２年４月１日以
後に取得した相続国外財産に対する相続税
について適用される。

また，相続国外財産については，相続国
外財産を有する者の責めに帰すべき事由が
なく提出等がない場合には，加重措置の対
象とならない。この取扱いは，令和２年分
以後の所得税又は令和２年４月１日以後に
取得した相続国外財産に対する相続税につ
いて適用される。
②　加重措置の判定の基礎となる国外財産
調書
前記①の国外財産調書の提出等がない場

合とは，次の場合をいう（国外送金等調書
法６④）。
ⅰ　修正申告等が所得税に関するものであ

る場合
その修正申告等に係る年分の国外財産調

書（その年分の年の中途においてその修正
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申告等の基因となる国外財産を譲渡等によ
り有しないこととなった場合は，その年分
の前年分の国外財産調書）の提出等がない
場合。

ただし，その修正申告等の基因となる国
外財産が，相続国外財産である場合には，
相続開始年の年分の国外財産調書から除外
して提出できるため，修正申告等に係る年
が相続開始年であるときは，過少申告加算
税等の加重措置の適用を判断すべき国外財
産調書はないこととなる。
ⅱ　修正申告等が相続税に関するものであ

る場合
前記⑴②ⅱのすべての国外財産調書の提

出等がない場合。
③　相続税の加重措置の適用が除外される
場合
次の者については，相続税の過少申告加

算税等の加重措置は適用されない（国外送
金等調書法６⑤）。
ⅰ　その相続税に係る相続人の相続開始年

の翌年分の国外財産調書の提出義務がな
い者

ⅱ　その相続税に係る相続人で相続開始年
の翌年の12月31日において修正申告等の
基因となる相続国外財産を有していない
者（相続国外財産をすでに売却している
場合など）

⑶　国外財産に係る所得税とは
国外財産に係る所得税とは，次の所得に

対する所得税をいう（国外送金等調書令11
①，国外送金等調書規則13）。
①　国外財産から生じる利子所得又は配当

所得
②　国外財産の貸付け又は譲渡による所得

③　国外財産が株式を無償又は有利な価額
で取得することができる権利等（いわゆ
るストックオプション等）である場合に
おけるその権利の行使による株式の取得
に係る所得

④　国外財産が生命保険契約等に関する権
利である場合におけるその生命保険契約
等に基づき支払を受ける一時金又は年金
に係る所得

⑤　国外財産が特許権，実用新案権，意匠
権，商標権，著作権その他これらに類す
るもの（以下，「特許権等」という）で
ある場合におけるその特許権等の使用料
に係る所得

⑥　前記①から⑤の所得のほか，国外財産
に基因して生ずるこれらに類する所得

⑷　提出期限後に提出された場合の宥恕
規定
提出期限後に国外財産調書を提出した場

合であっても，その国外財産に係る所得税
又は相続税について，調査があったことに
より更正又は決定があるべきことを予知し
てされたものでないときは，その国外財産
調書は提出期限内に提出されたものとみな
す（国外送金等調書法６⑥）。

なお，この取扱いは，令和４年税制改正
により「提出期限後の国外財産調書の提出
が，調査通知がある前にされたものである
場合に限る」という要件が追加された。こ
の改正は令和６年１月１日以後に提出され
る国外財産調書について適用される。

⑸　書類の提示等がない場合の過少申告
加算税等の特例措置
国外財産に係る所得税又は国外財産に対
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する相続税に関し修正申告等があり，過少
申告加算税等の適用のある者が，その修正
申告等の前までに，税務署等の職員から国
外財産調書に記載すべき国外財産の取得，
運用又は処分に係る書類（電磁的記録や写
しを含む）の提示又は提出（以下，「提示等」
という）を求められた場合に，その日から
60日を超えない範囲内で，提示等の準備に
通常要する日数を勘案して指定された日ま
でに提示等がなかったとき（提示等をする
者の責めに帰すべき事由がない場合は除く）

は，次の特例措置が設けられている（国外
送金等調書法６⑦）（図表２参照）。
①　前記⑴の過少申告加算税等の軽減措置

は，適用しない。
②　前記⑵の過少申告加算税等の加重措置

について，加重割合を５％から10％とす
る。
なお，この取扱いは，令和２年分以後の

所得税又は令和２年４月１日以後に取得し
た相続国外財産に対する相続税について適
用される。

【図表２】国外財産調書に係る過少申告加算税等の特例措置のまとめ
原則の特例措置 書類提示の特例措置

国外財産調書の提出 加算・減算 書類の提示 加算

軽減措置 期限内に提出
国外財産に係る部分の所得税又
は相続税に係る過少申告加算税
等が５％減額される

書類の提示又は
提出が，指定さ
れた日までにな
かったとき

５％の軽減措置
の適用はなくな
る

加重措置 期限内に提出等がない
国外財産に係る部分の所得税又
は相続税の過少申告加算税等が
５％加算される

加重措置は，５
％から10％に
変更

６　不提出等に対する罰則

⑴　不提出の場合の罰則
次の行為をした場合には，１年以下の懲

役又は50万円以下の罰金に処することとさ
れている（国外送金等調書法10①，②）。
①　偽りの記載をして国外財産調書を提出

した場合
②　正当な理由がなく提出期限内に国外財

産調書を提出しなかった場合（ただし情
状により，刑を免除することができるこ
ととされている）。

⑵　調査の質問検査権に係る罰則
国外財産調書の提出に関する調査につい

て，以下の行為が認められた場合にも，上

記⑴と同様の罰則が課される（国外送金等
調書法９三，四）。
①　税務署等の職員の質問に対して答弁せ

ず，若しくは偽りの答弁をし，又は検査
を拒み，妨げ，若しくは忌避したとき。

②　物件の提示又は提出の要求に対し，正
当な理由がなくこれに応じず，又は偽り
の記載若しくは記録をした帳簿書類その
他の物件を提示し，若しくは提出したと
き。

財産債務調書

１　制度の趣旨

財産債務調書制度は，適正な課税の確保

II
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のため，一定基準以上の資産を保有する本
人に，保有する財産や債務の内容を記載し
た書類の提出を義務付ける制度であり，平
成28年に従来あった財産債務明細書の制度
を見直し新たな制度として施行された。

２　制度の概要

⑴　概　要
下記⑵の財産債務調書の提出義務のある

者は，その年の12月31日において有する財
産の種類，数量，価額及び債務の金額等の
事項を掲載した財産債務調書を，翌年３月
15日までに所得税の納税地の所轄税務署長
に提出しなければならない（国外送金等調
書法６の２①）。

⑵　提出義務者
①　現行の提出義務者（令和４年分の財産
債務調書まで）
所得税の確定申告書を提出しなければな

らない者又は一定の所得税の還付申告書を
提出することができる者で，次のⅰ及びⅱ
のいずれにも該当する者。
ⅰ　所得基準

その年分の退職所得を除く各種所得金額
の合計額が2,000万円を超えること。

ただし，少額な配当所得や上場株式等の
譲渡所得で確定申告不要を選択したもの等
は含まれない。また，申告分離課税の所得
がある場合には，それらの特別控除後の所
得金額の合計額を加算した金額。ただし，
純損失や雑損失の繰越控除等を受けている
場合は，その適用後の金額をいう。
ⅱ　財産基準

その年の12月31日において，その価額の
合計額が３億円以上の財産又はその価額の

合計額が１億円以上の国外転出時課税の対
象となる有価証券等を有すること。
②　令和５年分の以後の財産債務調書の提
出義務者
令和４年度税制改正により，令和５年分

以後の財産債務調書については，前記①の
者に加え，「その年の12月31日において有
する財産の価額の合計額が10億円以上であ
る居住者」も提出義務があることとされ
た。これにより，その年に所得がないため
確定申告書の提出義務がない者も提出義務
が生じる場合がある。

⑶　提出期限
財産債務調書の提出期限は，前記　２⑵

の国外財産調書の提出期限と同様である。

⑷　記載内容
財産債務調書においては，家庭用動産に

ついては取得価額が100万円未満までのも
のにつき記載不要とされているが，令和４
年度税制改正により，取得価額が300万円
未満までのものにつき記載不要とする等の
改正がされた。令和５年分以後の財産債務
調書から適用される（国外送金等調書規則
別表第三，同通達６の２−２，６の２−９
⑿）。

３　相続開始の属する年の財産債務
調書

相続開始年の年分の財産債務調書につい
ては，その相続又は遺贈により取得した財
産債務（以下，「相続財産債務」という）
を記載しないで提出することができる。こ
の場合，相続開始年の年分の財産債務調書
の提出義務については，相続財産債務の価

I
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額の合計額を含めないで判定する（国外送
金等調書法６の２②）。この取扱いは，令
和２年分以後の財産債務調書について適用
される。

４　国外財産調書との関係

国外財産調書を提出する者が，財産債務
調書を提出する場合には，その財産債務調
書には，国外財産調書に記載した国外財産
に関する事項（国外財産の価額を除く）に
ついては，記載を要しないこととされてい
る（国外送金等調書法６の２③）。

なお，財産債務調書への記載を要しない
こととされる国外財産調書に記載される国
外財産については，財産債務調書制度にお
ける過少申告加算税等の特例措置ではな
く，国外財産調書制度における過少申告加
算税等の特例措置が適用される。

５　過少申告加算税等の特例措置

財産債務調書制度には，国外財産調書制
度と同様に，調書の提出に向けたインセン
ティブとして過少申告加算税等の特例措置
が設けられている。国外財産調書制度と同
様の特例措置であるが，５％の加重措置が
相続税には適用されないこと，前記　５⑸
の「書類の提示等がない場合の過少申告加
算税等の特例措置」の取扱いがないことは
異なる。

⑴ 財産債務調書の提出がある場合の過
少申告加算税等の軽減措置
財産債務調書を提出期限内に提出し，そ

の財産債務調書に記載がある財産債務に関
して生じる所得に対する所得税（以下，「財
産債務に係る所得税」という）又は財産に

対する相続税については，前記　５⑴①の
取扱いと同じく，その財産債務に係る部分
の過少申告加算税等の５％が軽減される

（国外送金等調書法６の３①）。

⑵ 財産債務調書の提出がない場合等の
過少申告加算税等の加重措置
財産債務調書の提出が提出期限内にない

場合又は提出された財産債務調書に財産債
務の記載がない場合，その記載が不十分で
あると認められる場合に，その記載をすべ
き財産債務に係る所得税については，前記 
　５⑵①と同じく，その財産債務に係る部
分の過少申告加算税等については，５％が
加重される（国外送金等調書法６の３②）。

なお，財産債務調書については，国外財
産調書と異なり，相続税にかかる加重措置
の適用はない。

また，相続財産債務については，相続財
産債務を有する者の責めに帰すべき事由が
なく提出等がない場合には，加重措置の対
象とならない。この取扱いは，令和２年分
以後の所得税について適用される。

⑶ 財産債務に係る所得税とは
「財産債務に係る所得税等」とは，次の所
得に対する所得税等をいう（国外送金等調
書令12の３①，国外送金等調書規則16）。
①〜⑤　前記　５⑶①〜⑤の規定中，「国

外財産」を「財産」と読み替えた所得
⑥ 債務の免除による所得
⑦ 前記①から⑥までの所得のほか，財産

債務に基因して生ずるこれらに類する所
得
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⑷　提出期限後に提出された場合の宥恕
規定
財産債務調書を提出期限後に提出した場

合については，前記　５⑷の国外財産調書
と同じく取り扱う（国外送金等調書法６の
３③）（図表３参照）。

【図表３】財産債務調書に係る過少申告加算税等の特例措置のまとめ
原則の特例措置 書類提示の特例措置財産債務調書の提出 加算・減算

軽減措置 期限内に提出 財産債務に係る部分の所得税又は相続税の
過少申告加算税等が５％減額される 書類の提示に係る特

例措置はない加重措置 期限内に提出等がない
財産債務に係る部分の所得税の過少申告加
算税等が５％加算される
（※）　相続税の加重措置はない

６　財産債務調書の提出に関する調
査に係る罰則

財産債務調書制度においては，国外財産
調書制度における前記　６⑴の不提出の場
合の罰則はないが，前記　６⑵の提出に関
する調査に係る罰則については国外財産調
書と同じく設けられている（国外送金等調
書法９三，四）。

裁決事例

下記事例は，外国子会社合算税制（いわ
ゆるタックスヘイブン税制）に係る所得が
無申告であり，かつ，その所得の基因とな
る外国子会社の株式を記載した国外財産調
書を提出していなかった者に対し，原処分
庁が，当該所得に係る無申告加算税の賦課
決定処分を行う際に前記　５⑵の国外財産
調書に係る過少申告加算税等の加重措置を
適用したことは適法と判断したものである

（令和３年３月26日裁決）。

１　審査請求に至る経緯

・・納税者は，自身が所得税法上の非居住者

に該当するとして，所得税等に関する確
定申告書を法定申告期限内に提出してい
なかった。非居住者であることから国外
財産調書の提出もしていなかった。

・・納税者は，内国法人４社の代表取締役の
ほか，香港等に設立された外国法人の役
員を務めていた。

・・原処分庁が，納税者が居住者に該当する
と判定し，外国子会社合算税制が適用す
るなどして，納税者の所得税等に関して
決定処分等をした。

・・納税者が非居住者であること等を理由
に，原処分の取消しを求めて審査請求。

２　争　点

争点は，次の３点である。
⑴　税務調査の態様や説明等の手続に違法

性があるか
⑵　納税者が所得税法上の居住者に該当す

るか
⑶　所得税等の額の計算上，外国子会社合

算税制の適用除外規定が適用されるか

３　審判所の判断

審判所は，争点⑴については，本件調査
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の手続に係る違法性を基礎付ける事実はあ
ったとは認めらないとした。

争点⑵については，日本国内の滞在日数
が海外の滞在日数を大きく上回っているこ
と，香港滞在先における生活状況は，国内
滞在先に比較して納税者の全生活との関係
が希薄であるといえること，及び内国法人
及び外国法人の役員としての業務を日本国
内においてより多く行っていたこと等から，
納税者は日本に住所を有すると認められ，
居住者に該当するとした。

争点⑶については，本件の外国法人は，
株式の保有についての基準を満たしていな
いため外国子会社合算税制の適用除外規定
は適用されないとした。

さらに，賦課決定処分について，納税者

は平成27年から29年の各年12月31日時点で
5,000万円を超える国外財産を有しており，
国外財産調書の提出義務があったにもかか
わらず，これらを提出しなかった。そのた
め，各年分の外国子会社合算税制に係る所
得に対する無申告加算税につき，「国外財
産調書の提出がない場合の過少申告加算税
等の加重措置」の適用は適法であるとした。

中山　史子（なかやま　ふみこ）
税理士法人ゆいアドバイザーズ　社員税理士
1998年明治大学商学部卒業，2000年税理士合格，税理
士法人タクトコンサルティング他を経て22年税理士法人
ゆいアドバイザーズ入社。著書に『はじめての国際相続　
その着手と実務』（清文社，2022年），『Q&A国際相続の
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